
工事請負契約書（写し）、変更があれば変更契約書（写し）

印鑑証明書（発行から３ヶ月以内のもの）

①　債権譲渡の契約
申請書類の確認

署名･押印をして頂きます

②　債権譲渡承諾書
発注者へ申請書類を提出し承諾をしていただきます

出来高査定実施日→予定日時を連絡します

当組合の査定員が現場へ査定に伺います

約束手形（当組合様式）を差入れて頂きます

組合員の口座へ振り込みます

債権譲渡契約に基づき、残金を清算します

金融機関へ借入金の返済となります

戻り利息の清算をし終了となります

２つの出来高融資制度の基本的な流れ

前払金保証書（写し）

履行保証保険証券（写し）

必要な書類

工事完成後、当組合に連絡をしてください

組合より発注者へ工事代金の請求を行ないます

金融機関へ融資の手続き

④　ご融資

⑤　工事完成・清算・返済

③　出来高査定


